
伊 丹 市 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 伊 丹 市 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 認 定 等 に 関

す る 要 綱 （ 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） 第 ７ 条 に 基 づ き ， 都 市 の 低 炭

素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ８ ４ 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 ５ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 伊 丹 市 長 （ 以 下 「 市 長 」

と い う 。）が 行 う 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画（ 以 下「 計 画 」と い う 。）

の 認 定 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 ）  

第 ２ 条  要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 第 ９ 号 に よ り 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 は

次 の と お り と す る 。  

⑴  低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 等 申 請 添 付 図 書 一 覧 表 （ 様 式 １ ）  

⑵  低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 等 手 数 料 算 定 表 （ 様 式 ２ ）  

（ 認 定 申 請 の 時 期 ）  

第 ３ 条  法 第 ５ ３ 条 第 １ 項 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 計 画 の 認 定 申 請 （ 以 下 「 認 定 申 請 」 と

い う 。 ） は ， 当 該 計 画 に 係 る 建 築 物 の 新 築 等 の 着 工 前 に 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 申 請 等 に 係 る 図 書 の 提 出 ）  

第 ４ 条  前 条 の 認 定 申 請 を し よ う と す る 者 は ， 申 請 書 の 正 本 及 び 副

本 に ， 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ４ 年

国 土 交 通 省 令 第 ８ ６ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ４ １ 条 第 １ 項

又 は 第 ４ ５ 条 に 定 め る 図 書 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  法 第 ５ ４ 条 第 ２ 項 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 申 出 を し よ う と す る 者 は ，

前 項 に 定 め る 図 書 の ほ か ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １

号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 （ 同 法 第 ８ ７ 条 の ４ 及 び 同 法 第 ８ ８ 条 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 規 定 す る 確 認 の 申 請 書 及 び

次 に 掲 げ る 図 書 （ 以 下 「 確 認 の 申 請 書 等 」 と い う 。 ） の 正 本 １ 通



及 び 副 本 ２ 通 を 併 せ て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  建 築 基 準 法 第 １ ８ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 構 造 計 算 基 準 又 は

特 定 増 改 築 構 造 計 算 基 準 に 適 合 す る か ど う か の 建 築 主 事 又 は 建 築

副 主 事 （ 以 下 「 建 築 主 事 等 」 と い う 。 ） の 審 査 を 要 す る も の で あ

る 場 合 （ 同 項 た だ し 書 と 同 様 の 審 査 が 行 わ れ る 場 合 を 除 く 。 ） に

あ っ て は ， 要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 第 ７ 号 に 定 め る 通 知 書 又 は そ の 写 し  

 ⑵  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 判 定 を 受 け な け

れ ば な ら な い 場 合 に あ っ て は ， 要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 定 め る

通 知 書 又 は そ の 写 し  

３  規 則 第 ４ ６ 条 の ２ の 規 定 に よ る 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 に 係 る 証 明

願（ 以 下「 軽 微 変 更 該 当 証 明 願 」と い う 。）を し よ う と す る 者（ 法

第 ６ ０ 条 に 係 る 建 築 物 の 容 積 率 の 特 例 を 受 け る 者 を 除 く 。 ） は ，

証 明 願 （ 様 式 ２ の ２ ） の 正 本 及 び 副 本 に ， 規 則 第 ４ １ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 図 書 の う ち 変 更 に 係 る 図 書 及 び 第 ２ 条 に 定 め る 図 書 を 添

え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て ， 要 綱 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 事 前 審 査

を 受 け た と き は ， 当 該 事 前 審 査 を 行 っ た 要 綱 第 ３ 条 に 定 め る 登 録

省 エ ネ 判 定 機 関 等 （ 以 下 「 登 録 省 エ ネ 判 定 機 関 等 」 と い う 。 ） が

軽 微 な 変 更 に 該 当 し て い る 旨 を 証 す る た め 交 付 す る 書 面 の 写 し を

併 せ て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 へ の 審 査 依 頼 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 認 定 申 請 に お い て 要 綱 第 ５ 条 第 １ 号 に 定 め る 適 合

証 及 び 同 項 第 ２ 号 に 定 め る 設 計 住 宅 性 能 評 価 書 の 写 し （ 以 下 「 適

合 証 等 」 と い う 。 ） が 添 付 さ れ て い な い 場 合 又 は 軽 微 変 更 該 当 証

明 願 に お い て 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 書 面 の 写 し が 添 付 さ れ て い

な い 場 合 に あ っ て は ， 法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 基 準 に 係 る 審 査

又 は 規 則 第 ４ ４ 条 に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 に 該 当 す る こ と に つ い て

の 審 査 を 登 録 省 エ ネ 判 定 機 関 等 に 依 頼 す る こ と が で き る 。  

（ 計 画 の 通 知 ）  



第 ６ 条  市 長 は ， 法 第 ５ ４ 条 第 ３ 項 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ り ， 計 画 の 通 知 を 行

う 場 合 は ， 通 知 書 （ 様 式 ３ ） に 確 認 の 申 請 書 等 を 添 え て 行 う も の

と す る 。  

２  建 築 主 事 等 は ， 法 第 ５ ４ 条 第 ４ 項 （ 法 第 ５ ５ 条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ り

準 用 す る 建 築 基 準 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 に よ り 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適

合 す る こ と を 認 め た と き は ， 市 長 に 対 し て 確 認 済 証 （ 様 式 ４ ） を

交 付 す る も の と す る 。  

３  建 築 主 事 等 は ， 法 第 ５ ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 建 築 基

準 法 第 １ ８ 条 第 １ ５ 項 に よ り 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 し な い こ と

を 認 め た と き は ， 市 長 に 対 し て 通 知 書 （ 様 式 ５ ） を 交 付 す る も の

と す る 。  

４  建 築 主 事 等 は ， 法 第 ５ ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 建 築 基

準 法 第 １ ８ 条 第 １ ５ 項 に よ り 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う

か を 決 定 で き な い 正 当 な 理 由 が あ る と き は ， 市 長 に 対 し て 通 知 書

（ 様 式 ６ ） を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 申 請 書 の 追 加 説 明 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 申 請 等 に よ り 提 出 さ れ る 図 書 に よ っ て ， 計 画 が 法

第 ５ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 定 基 準（ 以 下「 認 定 基 準 」と い う 。）

に 適 合 し て い る こ と を 判 断 で き な い 場 合 又 は 軽 微 変 更 該 当 証 明 願

の 計 画 の 変 更 が 軽 微 な 変 更 に 該 当 す る か ど う か 決 定 す る こ と を 判

断 で き な い 場 合 に あ っ て は ， 申 請 者 に 追 加 の 説 明 等 を 求 め る こ と

が で き る 。  

２  市 長 は ，適 合 証 等 が 添 付 さ れ た 計 画 の 認 定 申 請 又 は 第 ４ 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 書 面 の 写 し が 添 付 さ れ た 軽 微 変 更 該 当 証 明 願 の 内 容 に

疑 義 が あ る 場 合 は ，登 録 省 エ ネ 判 定 機 関 等 に 説 明 等 を 求 め る こ と が

で き る 。  

３  法 第 ５ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 建 築 主 事 等 に 計 画 を 通 知 し た 場

合 は ，建 築 主 事 等 が 直 接 申 請 者 に 追 加 の 説 明 等 を 求 め る こ と が で き



る 。  

（ 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 の 交 付 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 軽 微 変 更 該 当 証 明 願 に 係 る 計 画 が 軽 微 な 変 更 に 該

当 す る と 認 め る と き は ， 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 （ 様 式 ６ の ２ ） を 交

付 す る も の と す る 。  

（ 認 定 し な い 旨 の 通 知 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 認 定 申 請 に 対 し ， 認 定 を し な い 場 合 は ， 認 定 し な

い 旨 の 通 知 書 （ 様 式 ７ ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 申 請 等 の 取 下 げ ）  

第 １ ０ 条  申 請 者 等 は ， 認 定 又 は 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 の 交 付 を 受 け

る 前 に そ の 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す る と き は ， 取 り 下 げ る 旨 の 申

出 書（ 様 式 ８ ）の 正 本 及 び 副 本 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 築 等 の 取 り や め ）  

第 １ １ 条  法 第 ５ ５ 条 第 １ 項 に 定 め る 認 定 建 築 主 （ 計 画 の 認 定 を 受

け た 後 ，所 有 者 の 変 更 が 行 わ れ た 場 合 は ，変 更 後 の 所 有 者 を い う 。

以 下 「 認 定 建 築 主 」 と い う 。 ） は ， 認 定 さ れ た 計 画 に 係 る 建 築 物

の 新 築 等 を 取 り や め よ う と す る と き は ，取 り や め る 旨 の 申 出 書（ 様

式 ９ ） の 正 本 及 び 副 本 に 認 定 通 知 書 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 １ ２ 条  認 定 建 築 主 は ， 認 定 を 受 け た 建 築 物 の 新 築 等 が 完 了 し た

場 合 ， 建 築 士 に よ り 法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 の 認 定 （ 法 第 ５ ５ 条 第 １ 項

の 変 更 の 認 定 を 含 む 。）を 受 け た 計 画（ 以 下「 認 定 計 画 」と い う 。）

に 基 づ く 建 築 物 の 建 築 が 完 了 し た こ と の 確 認 を 受 け た と き は ， 工

事 完 了 報 告 書 （ 様 式 １ ０ ） の 正 本 及 び 副 本 に ， 工 事 監 理 報 告 書 又

は こ れ に 替 わ る 図 書 を 添 え て ， 工 事 施 工 者 に よ り 認 定 計 画 に 基 づ

く 建 築 物 の 建 築 が 完 了 し た こ と の 確 認 を 受 け た と き は ， 工 事 完 了

報 告 書 （ 様 式 １ １ ） の 正 本 及 び 副 本 に ， 建 築 工 事 等 の 施 行 状 況 に

関 す る 報 告 書 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  認 定 を 受 け た 建 築 物 又 は 住 戸 を 譲 り 渡 し た 場 合 は ， そ の 譲 渡 人



及 び 譲 受 人 が 共 同 し て ， 名 義 変 更 報 告 書 （ 様 式 １ ２ ） の 正 本 及 び

副 本 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  認 定 建 築 主 は ， 法 第 ５ ６ 条 に よ り 市 長 か ら 報 告 （ 前 ２ 項 及 び 次

項 に よ る 報 告 を 除 く 。 ） を 求 め ら れ た 場 合 は ， 認 定 低 炭 素 建 築 物

状 況 報 告 書 （ 様 式 １ ３ ） の 正 本 及 び 副 本 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

４  認 定 建 築 主 は ， 規 則 第 ４ ４ 条 の 規 定 に よ る 計 画 の 軽 微 な 変 更 を

行 っ た と き は ，軽 微 な 変 更 報 告 書（ 様 式 １ ４ ）の 正 本 及 び 副 本 に ，

変 更 に 係 る 図 書 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し ， 軽 微 変 更 該 当 証 明 願 を 行 う 場 合 及 び 前 ３ 項 の 報 告 と 併 せ て 市

長 に 提 出 す る 場 合 は ， こ の 限 り で は な い 。  

（ 調 査 の 協 力 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 申 請 者 及 び 認 定 建 築 主 に 計 画 の 認 定 等 に か か る

調 査 等 に つ い て ， 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

（ 改 善 命 令 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 法 第 ５ ７ 条 の 規 定 に よ る 改 善 に 必 要 な 措 置 を と

る べ き こ と を 命 ず る と き は ， 改 善 命 令 書 （ 様 式 １ ５ ） に よ り 認 定

建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 取 消 し の 通 知 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 認 定 計 画 を 取 消 す 場 合 に お い て ， 第 ５ ８ 条 の 規 定

に 該 当 す る こ と そ の 他 の 事 由 に よ り 計 画 の 認 定 を 取 り 消 す と き は ，

認 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 １ ６ ） に よ り 認 定 建 築 主 に 通 知 す る も の と す

る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  



こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


